
柏市立柏第四中学校 いじめ防止基本方針          ［令和６年度］ 

  

（１） 基本理念 

 

  学校はすべての生徒が安心して安全に過ごせるところでなければならない。そ

の前提があってこそ「生きる力の育成」や「豊かな心の育成」がなされる。しか

し、いじめは人権侵害であり，いじめられた人の将来を大きく変えてしまう危険

性のある行為である。 

そこで，人権尊重の理念に基づき，『柏四中すべての生徒』が充実した学校生活

を送ることができるよう，「いじめ防止対策推進法」（第１３条）及び「柏市いじ

め防止基本方針」に基づき，いじめ問題を根絶することを目的としてここに『柏

市立柏第四中学校 いじめ防止基本方針』を策定した。 

 

①学校は，すべての生徒にとって安全・安心で楽しく，それぞれの夢を実現する場

であることを前提に，生徒の内面に根ざした道徳性，人権意識の向上を図り，人

権尊重の精神を貫いた教育活動を展開していく。 

②様々な教育活動の場面，機会を通じて「いじめは人間として絶対に許されない」

という意識を一人一人の生徒に徹底させるとともに，教職員自らがそのことを自

覚して指導にあたっていく。 

③教育相談体制の充実を図り，いじめの早期発見・即時対応，未然防止に努めると

ともに，いじめが生じた場合は，教職員，保護者，関係機関等と情報を共有し，

組織的に対応していく。 

④「いじめ」とは，生徒に対して，当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当

該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の

対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 

 

 

 

 

 

相談は・・・ 

 

                   柏四中 

                    (７１６３－６４０１) 

 

・担任 ・副担任 ・部活動顧問 ・学年職員 ・養護教諭 

・スクールカウンセラー (７１６３－６４２０) 

・やまびこ電話相談 (０１２０－６６－３７４１) など 

 

 

「いじめ」とは、心理的又は物理的な行為（インターネット）によって 

                生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 



（相談・報告） 

（指導） 

（連携） 

（指導） 

（支援） 

（２） 組織及び組織図  ※組織は校務分掌上の生徒指導部を基本とする 

① 学校いじめ防止基本方針の策定及び定期的な見直し 

・校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・生徒指導副主任 

 

② 日常的な業務についての協議 

・既存の生徒指導部員（生徒指導主任，生活指導担当，教育相談担当，長欠担当，

生徒会担当，養護教諭，保健担当，給食担当，安全担当，特支コーディネーター） 

 

③いじめが発生した場合 

 ●学校 

       

    

  

 

              

●関係機関 

    

 

 

（３） いじめの未然防止について 

①道徳教育等の充実を図る。 

②生徒会活動，委員会活動，部活動など，生徒の自主的な活動を行う中で，自己有

用感を高めさせる。 

③人権教育の推進と生徒の人権意識の高揚を図るための研究を推進する。 

④生徒指導の機能を生かしたわかる授業づくりを進める。 

⑤授業，行事，学級活動など様々な場面でコミュニケーション能力の育成を図る。 

⑥１年生を対象に，スクールカウンセラーとの計画面談を行う。 

⑦柏市教育委員会「ストップ！いじめリーフレット」を家庭へ配付する。 

⑧新型コロナウィルス等の風評による偏見や差別等を生ませない指導を行う。 

⑨Q-Uを実施することを通して、学級経営及びきめ細かな個への指導を図る。 

⑩「多様な個性」を受け止め、認め合う人間関係づくりの指導を行う。 

 

（４） いじめの早期発見について 

①毎月（市への報告用は学期ごと）のいじめ調査を行う。 

②４月下旬～５月、１０月の年２回，生徒面談及び三者面談を行う。 

※教育相談アンケートを実施し，アンケートを基に，担任や，生徒が希望した職員

と個別に教育相談を行う。 

③生活記録ノートを活用し，生徒と日常的にコミュニケーションを図る。 

④教育相談期間以外でも，担任以外の職員でも生徒の相談を受け付ける。 

⑤スクールカウンセラーとの連携を強化する。 

校長，教頭，生徒指導主任，当該担任， 

学年主任，学年生徒指導担当・養護教諭，

その他関係職員 

柏市教育委員会，柏市少年補導センター， 

千葉県警察東葛地区少年センター， 

柏児童相談所 等 

加害生徒 

保護者 

被害生徒 

（指導・助言） 

（支援） 



（５） いじめの相談・通報の体制について 

① いつ   

 

 

 

② 誰に   

 

 

③ どのように 

 

     

 

（６） いじめを認知した場合の対応について 

①              

  ・いじめの現場を発見した場合は，その場でその行為を止める。 

・事案に関係する集団に対してアンケートを行う。 

  ・事案に関係する集団に対して聞き取り調査を行う。 

・被害生徒や加害生徒，周辺生徒に対しての聞き役，指導役などを分担し，早

期の情報収集に努める。 

※被害者と相談した上で、対処方法を決定する。 

② 

   

  

③  

 ・被害生徒，加害生徒だけでなく，周囲の生徒に対しても指導・支援を行う。 

  ・その際，指導後，被害生徒へのいじめが継続していないかの状況確認も行う。 

 

④  

     ・担任や当該学年職員などを中心に，即日，被害生徒，加害生徒両方の家庭に

家庭訪問や電話での連絡等を行うことを基本とし，事実関係の報告と今後の

学校の対応の仕方や連携方法について話し合う。 

 

（７） いじめの指導について 

 

①被害者に対しての指導・支援 

    ・被害者の信頼できる人（家族，親しい友人，教職員など）と連携し，寄り添い

支える体制を作る。→安心できる場所を作る。 

 ・指導後の状況確認を授業，行事，学級活動など問わず，計画的かつ継続的に行 

っていく。 

 ・必要に応じてスクールカウンセラーと連携し，継続的なカウンセリングを行う。 

・いじめを受けていると感じたら，  

・いじめを受けている生徒を発見したら， 

・ひやかしやからかいを受けている生徒を見かけたら， などいつでも 

生徒 

保護者 

・担任 ・部活動顧問 ・学年職員 ・養護教諭 

・SC、SSW ・やまびこ電話相談 など 

生徒指導部員や当該学年職員で関係者会議を行い，速やかな情報共有を図り，

組織で指導・支援する体制を作る。状況に応じて関係機関と連携していく。 

・個別面談で相談 ・いじめアンケートに記入  

・生活記録で相談 ・電話で相談 ・相談箱への投書  など 

 

事実関係の把握をする。       

生徒への指導・支援を行う。  

保護者と連携する。 



重大事態の発生 

・柏市教育委員会に重大事態の発生を報告 

・学校内への重大事態の発生を報告 

②加害者に対しての指導 

 ・いじめは人権侵害行為であることを理解させる。 

 ・自らの行為の責任を自覚させる。 

    ・指導後の状況確認を授業，行事，学級活動など問わず，計画的かつ継続的に行

っていく。 

 ・保護者や，関係機関とも連携して，継続的な指導を行う。 

 

③傍観者に対しての指導 

    ・直接いじめに荷担していなくても，傍観しているだけでは，いじめを許容して

いることになるということを指導する。 

 ・自分が止められる状況であれば，止める行動を起こすように指導する。 

 ・止めることができなければ，誰かに知らせる勇気を持つように指導する。 

 

④保護者への対応における配慮事項 

 ・いじめ等を認識した日のうちに、家庭訪問等で面談し事実関係を伝える。 

 ・保護者の話を傾聴しながら、気持ちを共感的に受け止める。 

 ・新たにわかった事実をふまえ、指導方針を決定していく。 

 ・指導後の様子や変化に注意してもらい、継続的に情報交換を行う。 

 

（８） 重大事態への対処について 

① 

【重大事態とは】※いじめ防止対策推進法第２８条より 

●いじめによりその学校（柏四中）に在籍する生徒等の生命，心身又は財

産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 

●いじめによりその学校（柏四中）に在籍する生徒等が相当の期間学校を

欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

 

②  

  

 【報告の流れ】 

発見者  生徒指導主任  教頭  校長  柏市教育委員会 

担任  学年主任          関係機関 

     ※緊急時には臨機応変に対応する。 

     ※必要に応じて，警察など関係機関にも通報する。 

 

 

 

 

 



調査組織で事実関係を明確にするための調査を行う。 

 

いじめを受けた生徒及び保護者に対して情報を適切に提供する。 

 

調査結果を柏市教育委員会に報告する。 

調査結果を踏まえた必要な措置をとる。 

③ 

   【調査組織の構成】 

・校長，教頭，生徒指導部会職員，当該学年主任及び職員，養護教諭など

関係職員。 

       ・柏市教育委員会や柏市少年補導センター・千葉県警東葛地区少年センタ

ーなど，外部の関係機関職員。 

 

④ 

●客観的な事実関係をすみやかに調査する。 

       ●生徒へのアンケート調査や聞き取り調査を行う。（その際，いじめられた

生徒や保護者に得られた情報を提供する場合があることを説明する。） 

●調査をして明らかになった内容についてすみやかに調査組織内での 

     情報共有をする。 

 

⑤ 

●関係生徒の個人情報に十分配慮をしつつ，調査によって明らかになった

事実関係について，情報を適切に提供する。 

 

⑥ 

     

 

⑦ 

       ●柏市教育委員会や千葉県警東葛地区少年センター・柏市少年補導センタ

ーなど外部機関とも連携して，調査結果を踏まえた必要な措置をとる。 

 

（９）公表，点検，評価等について 

① 「柏第四中学校いじめ防止基本方針」のホームページの掲載で家庭に公表する。 

②  学校評価のアンケートなどを通して，教職員だけでなく，広く評価を行う。 

③  いじめ防止基本方針は，いじめ調査等の結果を基にいじめの実態を分析・検証

し，毎年度末に見直しを行いながら，常に学校の実態に合うよう，改善を図って  

いく。  

  

 

 

 

 

 

 

重大事態の調査組織を設置する。 



（１０）年間指導計画について（別紙） 

 

附則 この方針は平成２６年３月策定 

平成２６年４月１日から施行  

附則 平成２７年１１月１日改正   

平成２８年５月２０日改正  

平成２９年４月２１日改正  

平成３１年４月２５日改正  

令和２年 ４月 １日改正 

令和３年 ５月１０日改正 

令和４年 ４月 ４日改正 


